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特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

  

 令和４年８月３日及び同月22日に開催した特別小委員会において、特定最低賃

金の改正決定の必要性の有無について、諸資料の検討など慎重に審議を重ねた

結果別紙のとおりの結論に達したので、報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

【公益代表委員】 

  大澤克之助  鈴木 牧子  大竹  栄     

【労働者代表委員】 

  中島 正敏  野田 泰造  岡田 麻美 

【使用者代表委員】 

  髙橋 秀穂  黒岩 正典  池田 成樹 

  

（写） 



別 紙 

 

下記１の最低賃金は、改正決定することを必要と認める。 

また、下記２の最低賃金は、全会一致に至らなかったので改正決定について必 

要性有りとすることができない。 

 

記 

 

 １ 改正決定することを必要と認める最低賃金 

（１）  千葉県鉄鋼業最低賃金 

（平成２０年千葉労働局最低賃金公示第７号） 

（２）  千葉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械 

器具製造業最低賃金 

 （平成２０年千葉労働局最低賃金公示第３号） 

 

 ２ 改正決定について必要性有りとすることができない最低賃金  

（１）  千葉県調味料製造業最低賃金 

 （平成２０年千葉労働局最低賃金公示第２号） 

（２）  千葉県はん用機械器具、生産用機械器具製造業最低賃金 

 （平成２０年千葉労働局最低賃金公示第４号）   

（３）  千葉県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械 

器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ 

製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業最低賃金 

（平成２０年千葉労働局最低賃金公示第５号） 

（４）  千葉県各種商品小売業最低賃金 

（平成２０年千葉労働局最低賃金公示第８号） 

（５）  千葉県自動車（新車）小売業最低賃金 

（平成２０年千葉労働局最低賃金公示第６号） 


